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平
成
30
年
度
集
団
健
診
の
追
加
実
施

ロ
コ
モ
予
防
講
座
の
参
加
者
を
募
集

い
き
い
き
ア
ク
ア
ク
ラ
ブ
の

参
加
者
を
募
集

地域包括支援センターだより
～高齢者を狙う詐欺にご注意～

高齢者の
相談窓口

〈予防方法〉
　利用をしていなければ支払う必要はありません。相
手から言われた電話番号には連絡をせず、不安な場
合は消費生活相談へ相談しましょう。
◇さっそくやってみよう！未然対応の４か条
•日頃から家族と話し合う。
•電話でお金の話をしないと約束しておく。
•家族で事前に「合言葉」を決めておく。
•常に「留守番電話」に設定しておく。
　紹介した手口以外にも、最近は「マイナンバーカー
ド」や「東京オリンピック開催」に便乗した手口も見ら
れます。
　高齢者が詐欺に遭わないためには、本人が問題意
識を高めるとともに、家族や周囲の人々が日ごろから
高齢者の様子を気にかけて、見守っていく必要があり
ます。また、本人の変化に気付いた場合は相談機関へ
つなぐことも重要です。
　高齢者の相談窓口として各種相談を受け付けてい
ます。自宅等に訪問することもできますので、お気軽に
ご相談ください。
問地域包括支援センター
　☎０４７５（７０）０４３９
　 FAX ０４７５（７０）１０９３
　在宅介護支援センターおおあみ緑の里
　☎０４７５（７３）５１４６
　在宅介護支援センター杜の街
　☎０４７５（７０）１６６６

　近年、高齢者を狙った詐欺が増加し、平成29年度の
被害総額は全国で約394.7億円になります。一度だま
されてしまうと、ターゲットとされ、お金を取られ続けて
しまう可能性があります。今回は高齢者を狙った詐欺
の手口と予防方法についてご紹介します。
▶オレオレ詐欺
　電話で息子を装って現金を指定口座へ振り込ませ
たり、ゆうパックや宅配便を使って送金させる方法で
金銭をだまし取る手口です。
〈予防方法〉
　家族にしかわからない質問をしたり、子どもへ電話
をして確認をします。また、通帳やキャッシュカードは
他人へ渡さず、暗証番号も教えてはいけません。
▶還付金詐欺
　市役所や年金事務所の職員を名乗り、年金や医療
費、保険料を「払い戻しをする」と言って、近所の銀行
やＡＴＭ（現金自動預払機）で操作をさせて、お金をだ
まし取ろうとする手口です。
〈予防方法〉
　市役所や年金事務所が指定した口座への振込み
を求めることはなく、ＡＴＭで還付金を受け取ること
もできません。一度、市役所の担当課に確認をしてく
ださい。
▶架空請求詐欺
　不特定多数の人に電子メールや郵便物を使って、身
に覚えのない有料サイトの支払いや架空の料金請求
等を送付し、現金を振り込ませる手口です。

　
水
中
で
の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
な
ど

を
行
い
な
が
ら
、
無
理
の
な
い
有

酸
素
運
動
を
指
導
し
ま
す
。

▼
日
時
＝
10
月
15
日
・
22
日
・
29

あ
ん
と
ん
ね
ぇ
さ
〜『
九
十
九
里
地
域

認
知
症
家
族
の
会
』in
大
網
白
里
市
を
開
催

　
認
知
症
の
方
を
介
護
さ
れ
て
い

る
方
同
士
で
、
介
護
の
悩
み
や
困

っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
語
り
合
っ

て
み
ま
せ
ん
か
。

▼
日
時
＝
９
月
７
日
㈮
13
時
30
分

　
ロ
コ
モ
予
防
の
た
め
に
、
現
在

の
骨
や
関
節
、
筋
肉
な
ど
の
「
運

動
器
」
の
状
態
を
チ
ェ
ッ
ク
し
ま

せ
ん
か
。
ロ
コ
モ
予
防
の
た
め
の

講
話
、
簡
単
な
体
操
も
行
い
ま
す
。

▼
日
時
＝
10
月
１
日
㈪
14
時
〜
16
時

▼
会
場
＝
保
健
文
化
セ
ン
タ
ー
３

階
ホ
ー
ル

▼
講
師
＝
季
美
の
森
リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
病
院
理
学
療
法
士

▼
対
象
＝
市
内
に
住
所
を
有
す
る

　
今
年
度
、
特
定
健
康
診
査
ま
た

は
人
間
ド
ッ
ク
を
受
診
し
て
い
な

い
方
を
対
象
に
、
特
定
健
康
診
査

（
集
団
健
診
）を
追
加
実
施
し
ま
す
。

▼
日
程
（
会
場
）
＝
10
月
12
日

㈮
・
13
日
㈯
（
保
健
文
化
セ
ン
タ

ー
３
階
ホ
ー
ル
）

▼
受
付
時
間
＝
９
時
30
分
〜
11
時
、

13
時
30
分
〜
14
時
30
分

▼
対
象

・
受
診
時
に
国
民
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
る
40
歳
以
上
の
方

（
た
だ
し
、
平
成
30
年
度
中
に
40

歳
に
な
る
39
歳
の
方
も
受
診
で
き

ま
す
）

・
受
診
時
に
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
に
加
入
し
て
い
る
方

▼
持
ち
物

・
受
診
票
（
５
月
下
旬
に
送
付
し

た
も
の
）

・
尿
（
朝
一
番
の
尿
を
採
取
し
て

く
だ
さ
い
）

・
保
険
証

▼
費
用
＝
無
料

▼
注
意
点

・
平
成
30
年
度
に
既
に
特
定
健
康

診
査
を
受
診
済
の
方
、
人
間
ド
ッ

ク
の
助
成
を
受
け
て
い
る
方
は
特

定
健
康
診
査
を
２
重
に
受
診
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

・
受
診
票
を
紛
失
し
た
場
合
は
、

再
交
付
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、

お
早
め
に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◇
が
ん
健
診
も
実
施
し
て
い
ま
す

　
肺
が
ん
、
大
腸
が
ん
、
前
立
腺

が
ん
検
診
、
胃
の
健
康
度
検
査
を

同
時
実
施
し
て
い
ま
す
。
大
腸
が

ん
検
診
を
希
望
す
る
方
は
、
事
前

に
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
が
ん
検

診
に
つ
い
て
は
、
健
康
保
険
の
種

類
に
関
係
な
く
受
診
で
き
ま
す

（
自
己
負
担
金
あ
り
）
。

〈
特
定
健
康
診
査
に
つ
い
て
〉

問
市
民
課
国
保
班

　
☎
０
４
７
５（
７
０
）０
３
３
４

　
市
民
課
高
齢
者
医
療
年
金
班

　
☎
０
４
７
５（
７
０
）０
３
３
６

〈
が
ん
検
診
に
つ
い
て
〉

問
健
康
増
進
課
健
康
増
進
班

　
☎
０
４
７
５（
７
２
）８
３
２
１

65
歳
以
上
の
方

▼
募
集
人
数
＝
30
人

▼
申
込
方
法
＝
高
齢
者
支
援
課
ま

た
は
電
話
に
て
申
し
込
み

▼
持
ち
物
＝
水
分
補
給
の
た
め
の

飲
み
物
・
タ
オ
ル
・
運
動
で
き
る

服
装

▼
参
加
費
＝
無
料

□申
・
問
高
齢
者
支
援
課
高
齢
者
支

　
援
班

　
☎
０
４
７
５（
７
０
）０
３
３
２

日
、
11
月
５
日
・
12
日
・
19
日

（
す
べ
て
㈪
）
14
時
〜
15
時

▼
会
場
＝
東
金
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ

ナ
ル
ス
イ
ミ
ン
グ
ス
ク
ー
ル

▼
募
集
人
数
＝
20
人
（
申
し
込
み

先
着
順
）

▼
対
象
＝
市
内
に
住
所
を
有
す
る

65
歳
以
上
の
方
で
、
６
回
す
べ
て

に
参
加
で
き
る
方

▼
申
込
方
法
＝
高
齢
者
支
援
課
の

窓
口
ま
た
は
電
話
に
て
申
し
込
み

▼
持
ち
物
＝
水
着
、
バ
ス
タ
オ
ル
、

上
履
き
、
水
分
補
給
の
た
め
の
飲

み
物

▼
参
加
費
＝
無
料

▼
そ
の
他
＝
送
迎
が
必
要
な
方
は

申
し
込
み
時
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

□申
・
問
高
齢
者
支
援
課
高
齢
者
支

　
援
班

　
☎
０
４
７
５（
７
０
）０
３
３
２

〜
15
時

▼
会
場
＝
中
央
公
民
館
２
階
談
話
室

▼
内
容
＝
認
知
症
の
個
別
相
談
、

参
加
者
同
士
の
交
流

▼
対
象
＝
認
知
症
の
方
（
疑
い
を

含
む
）
を
介
護
し
て
い
る
方

※

市
外
に
お
住
ま
い
の
方
も
参
加

で
き
ま
す
。

※

申
し
込
み
は
不
要
で
す
。
直
接

お
越
し
く
だ
さ
い
。

　
詳
細
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
４
７
５（
７
０
）０
４
３
９

　
　
０
４
７
５（
７
０
）１
０
９
３

国民健康保険被保険者証・
後期高齢者医療被保険者証
なくした、汚した、破れたときは

　国民健康保険被保険者証、または後期
高齢者医療被保険者証をなくしたり、汚れ
てしまったり、破れたりして使えなくなった
場合は、再交付が可能です。
　手続きは、市民課または白里出張所で再
交付申請書を記入いただきます。
　なお、後期高齢者医療被保険者証の再
交付を白里出張所で申請した場合は、後日
の交付になりますのでご注意ください。（市
民課で申請の場合は、その場で交付）
◇申請時に必要なもの
•本人確認できるもの（運転免許証、パス
ポート、マイナンバーカード等）
•汚損した場合はその保険証
•マイナンバー（個人番号）がわかるもの
•同一世帯以外の方が申請する場合は委
任状（申請書を預かり、郵送により交付す
る場合があります）
•印かん（代理人が申請する場合。朱肉を
使うもの）
※保険証は１人１枚のカード型になってい
ます。紛失される方が多いので、管理に
は十分ご注意ください。
□申・問市民課国保班
　☎０４７５（７０）０３３４
　市民課高齢者医療年金班
　☎０４７５（７０）０３３６
　〈後期高齢者医療制度について〉
　県後期高齢者医療広域連合資格保険料課
　☎０４３（３０８）６７６８

　５月から健康ポイント事業を実施してい
ます。まだお手元にない方は、この機会に始
めてみませんか。既に取り組んでいる方は、
条件を達成して応募してください。
◇健康ポイント事業
　自分の健康づくり目標を60日間続けて、健康診断の受診や
市の健康・介護予防事業などに参加すると、抽選ですてきな商
品がもらえる事業。
▶対象者＝市内に住所がある20歳以上の方
▶応募期限＝平成31年１月31日㈭
▶配布場所＝市役所受付、保健文化センター、大網白里アリー
ナ、白里出張所、集団がん検診会場など

問健康増進課健康増進班　☎０４７５（７２）８３２１

健康ポイント手帳
配布中！

市主催の対象事業

集団がん検診
健康ウォーキング

おとなの歯科検診

ロコモコンテスト
健康づくり講演会
新春マラソン大会

実施時期

９～11月
10月２日㈫
10月12日㈮
12月10日㈪
11月10日㈯
11月17日㈯
１月19日㈯

担当課

健康増進課

高齢者支援課
健康増進課
大網白里アリーナ

随時実施の対象事業

大網白里アリーナトレーニング室
いきいき元気クラブ（65歳以上）
献血
★他市町村・民間の運動事業
★運動の自主グループ・スポーツク
ラブなど

担当課

大網白里アリーナ
高齢者支援課

健康増進課
★は自己申告

FAX


